
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  類似業種比準方式の見直し                 

Ｑ：平成29年から非上場株式の評価方法が

改正になっているそうですが、どのようにな

ったのですか？                                      

                                              

Ａ：類似業種比準方式の評価方法が改正に

なっています。 

【解説】 

平成29年度の税制改正では、非上場株式の

評価方法のうち、類似業種比準方式の評価方

法が改正になりました。 

概要は、次のとおりです。 

 ①類似業種の株価の採り方 

  これまでの 

 ・課税時期の属する月以前３ヶ月間の各月の

類似業種の株価のうちもっとも低いもの 

 ・類似業種の前年平均株価に加えて 

 ・課税時期の属する月以前２年間平均のいず

れかを選択することができるように改正 

 ②類似業種の比準要素に連結決算を反映 

  これまでは、上場会社単体の決算を基にし

た比準要素でしたが、これが連結決算を基

にしたものに改正 

 ③比準要素の比重を１：１：１に 

  類似業種比準方式の算式で、利益金額に３

倍していたものを１倍に改正 

 ④大会社と中会社の範囲を拡大 

  評価会社の規模を判定する基準を引き下げ、

類似業種比準方式を使用できる範囲を拡大 

 ⑤株式保有特定会社の判定 

  株式保有特定会社の判定基準に用いられる

株式に新株予約権付社債を含める 

 この改正は、平成29年１月１日以後です。 
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